
 

新見市教育委員会 ７月定例会 会議録 【 公 開 用 】   

 

１ 日  時   令和３年７月１５日（木） 午後３時３０分から 

 

 

２ 場  所   新見市役所南庁舎 ３階会議室３Ａ 

 

 

３ 出席委員の職・氏名 

              教 育 長          正 村 政 則 

              職務代理者     松 井 健 一 

       委   員      溝 尾 妙 子 

       委 員        長 谷 川   綾 

              委 員        三 上 ゆ み 

 

 

４ 欠席委員の職・氏名   なし 

       

 

５ 説明のため出席した者の職・氏名 

       教育部長                小 林   保 

              教育総務課長      田 中 隆 博 

              学校教育課長      黒 川 一 豊 海 

              生涯学習課長      名 越 伸 明 

       教育総務課庶務係長   真 壁 恒 子 

 

６ 記  録 

              午後３時３０分   着 席 

 

 

（令和３年７月１５日（木）午後３時３０分から午後４時４３分） 
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１ 開  会  

 

２ 教育長あいさつ  

 

３ 前会会議録の承認  

田中課長    （新見市教育委員会６月定例会会議録により、前会会議録の承認、

議案３件、協議・報告１件等について説明を行う。）  

 

正村教育長   前会会議録は承認と決し、次に教育長報告に移ります。 

 

 

４ 教育長報告  

正村教育長   （前会の教育委員会以降の主な行事、会議等について報告を行う。） 

 

 それでは、事務局報告をお願いします。 

 

 

５ 事務局報告  

各事務局員   （教育部長、学校教育課長、生涯学習課長、教育総務課長の順に報

告を行う。）  

 

正村教育長   それでは、「６ 議事」に移ります。  

 「議第２４号」の説明をお願いします。  

 

 

６ 議 事  

議第２４号 令和３年度要保護・準要保護児童生徒就学援助の承認について  

黒川課長  議第２４号 令和３年度要保護・準要保護児童生徒就学援助の承認

について説明させていただきますので、資料をご覧ください。今年度、

申請のあった世帯数は１６５世帯、児童生徒数は２６１名で、内訳は

小学生が１５２名、中学生が１０９名です。認定については、資料中

ほど四角囲みの参考２に記載しておりますとおり、「世帯の前年の所

得額が、生活保護基準額の１．５倍以下である場合に準要保護の認定

をおこなう」ことになっておりますので、この要件をすべての世帯に

ついて確認させていただきました。その結果、認定が適当と考えられ

るものが１５２世帯２３７名で、内訳は記載のとおりです。認定が不

適当と考えられるものは、世帯番号１４番から１４０番の１３世帯、

２４名です。これらについては、前年の所得額が基準額の１．５倍以

上であったため認定が不適当となっています。なお、全体的な傾向と

して、昨年度、一昨年度に比べて生活保護の申請世帯は増えておりま

す。以上です。ご審議をお願いします。 
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正村教育長  委員の皆様から何かご質疑がありますでしょうか。  

 

長谷川委員  これは、コロナによる影響も入っているのでしょうか。  

 

小林部長  前年度所得なので、まだ入っていないと思われます。  

来年度は、さらに増える可能性があると思います。  

 

黒川課長  昨年度は、定例教育委員会で「生活保護基準額の１．５倍を超えて

認定が不適当となった世帯にあっても、新型コロナウイルスによる影

響で世帯収入が著しく減少した場合、直近３か月の世帯収入が証明で

きる書類の提示があれば、再度認定の適否について審査をおこなう」

ということで、１世帯認定が適当とされております。今年度も、認定

が不適当となった方には同じように、該当するようであれば再申請を

していただくように案内を出す予定です。 

 

正村教育長  委員の皆様から何かご質疑がありますでしょうか。  

 

各委員  

 

 （無しの声）  

正村教育長  無いようですので、議第２４号は承認とします。  

次に「議第２５号」の説明をお願いします。  

 

 

議第２５号 指定学校変更申請の承認について 

黒川課長  議第２５号 指定学校変更申請の承認について説明させていただ

きますので、資料をご覧ください。Ｎｏ１の方は、家庭の事情で思誠

小学校区へ転居されましたが、引き続き、高尾小学校への通学を希望

されています。ご審議をお願いします。 

 

正村教育長  

 

委員の皆様から何かご質疑がありますでしょうか。  

 

各委員  

 

 （無しの声）  

正村教育長  無いようですので、議第２５号は承認とします。  

次に「議第２６号」の説明をお願いします。  

 

 

議第２６号 令和４年度使用小学校及び中学校教科用図書の採択の承認について 

黒川課長  議第２６号 令和４年度使用小学校及び中学校教科用図書の採択

の承認について説明させていただきます。資料１ページから３ページ
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には小学校教科用図書の目録を、４、５ページには中学校教科用図書

の目録を載せております。前会の教育委員会で、中学校「歴史的分野」

の教科書の採択の可否に関する意見聴取をお願いしたところ、すべて

の委員の方から「変更の必要なし」とのご意見をいただきました。高

梁地区においても同様のご意見でしたので、再度採択のための協議会

はおこなっておりません。つきましては、これら目録にあるものを令

和４年度使用させていただきたいと思います。教科用図書の採択の承

認について、ご審議をお願いいたします。 

 

正村教育長  

 

委員の皆様から何かご質疑がありますでしょうか。  

 

各委員  

 

 （無しの声）  

正村教育長  無いようですので、議第２６号は承認とします。  

次に「協第４号」の説明をお願いします。  

 

 

協第４号 令和３年度保育所・幼稚園・認定こども園訪問について  

黒川課長  協第４号 令和３年度保育所・幼稚園・認定こども園訪問について

説明させていただきます。教育委員の皆様方には、今年度の教育委員

学校園所訪問を６月２１日からスタートし、７月に入りましてから本

日まで、哲西認定こども園、大佐認定こども園、新見中央認定こども

園の訪問とお世話になっております。引き続き、日程一覧表のとおり、

９月１０日までおこなってまいりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。以上です。 

 

正村教育長  

 

委員の皆様から何かご質疑がありますでしょうか。  

 

各委員  

 

 （無しの声）  

正村教育長  無いようですので、協第４号は承認とします。  

次に「協第５号」の説明をお願いします。  

 

 

協第５号 令和３年度学校訪問について  

黒川課長  協第５号 令和３年度学校訪問について説明をさせていただきま

す。６月２１日に松井職務代理者と大佐中学校へ、６月２４日に正村

教育長と神代小学校へ、６月２８日に三上委員と神郷北小学校へ、７

月１日に長谷川委員と思誠小学校へ訪問しています。状況について

は、資料のとおり事務局職員が簡単にまとめております。訪問いただ

いた委員の皆さんから何かご意見をいただければと思います。 
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正村教育長  

 

委員の皆様から何かご質疑や感想がありますでしょうか。  

 

三上委員  ６月２８日に神郷北小学校へ行かせていただきました。初めて神郷

北小学校へ行かせていただいて、新しい造りで開放的な印象を受けま

した。また、複式の学級なので、上の子が下の子を見て、元気に教育

をされていて、良いことだと思いました。  

 

正村教育長  

 

ありがとうございました。  

外にありますでしょうか。  

 

松井職務代理者  ６月２１日に大佐中学校へ行かせていただきました。１年生の理科

の授業で、先生がご自分でお持ちの金属資料を持ち込んで授業をされ

ていました。金属そのものを持ち込むということは、どうなのかわか

りませんが、もし薬物であれば、私用の物を持ち込むということは良

くないと思います。その場では思いつきませんでしたので、話はして

いませんが、少し気になりました。管理職の先生が承認をされたうえ

で、されていることであれば良いと思いますが、薬品や資料の管理に

ついて認識がどのようになっているのか気になりました。事務局から

確認をしていただければと思います。また、新見市では児童生徒に１

人１台の端末を持たせて、ＩＣＴ教育を先進的に進めてきましたが、

後から続いてきた後発組と端末が違うのではないかという話を伺っ

たので、新見のＩＣＴ教育が独自の展開になってきているのではない

かと気になりました。  

 

正村教育長  

 

ありがとうございました。  

まず、２点目のＩＣＴ教育について、新見市はｉＰａｄをしていま

すが、ｉＰａｄではないところもありますね。  

 

黒川課長  ｉＰａｄを使っていないところもありますが、中学校は、全県下的

にどんどん導入しています。新見市は、早く導入していましたが、コ

ロナの影響で加速が緩くなっている感じです。自宅のｗｉ -ｆｉ環境

の有無により、本市の中学生はｉＰａｄを持ち帰ってもオンラインで

活用できている子とできていない子がある一方で、後発組の他市町

は、自宅でオンラインで使用しているところが増えてきています。新

見市ではオンラインで使用できない環境にある子がいるので、教師も

そこまでの課題を出し切れずにいるという現状です。  

 

正村教育長  

 

１点目はどうでしょうか。  

 

黒川課長  確認をします。試薬については、薬品庫で厳重に管理をしておりま
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すし、利用簿にも記入をしておりますので、持ち込むということはな

いかと思います。金属試料は、高額なものなので購入できていないと

ころがあるのかもしれません。全ての学校ではないと思いますが、確

認をします。  

 

正村教育長  

 

外にありますでしょうか。  

 

長谷川委員  

 

 ７月１日に思誠小学校へ行かせていただきました。思誠小学校は教

科担任制を理科、社会、国語、算数に取り入れており、同じ内容でも

より深みを持たせていると言われていました。６年生の英語の授業を

見させていただいたとき、その先生は英語がペラペラでしたが、英語

は教科担任制にはなっていないので、そのスキルを外の子どもたちに

も活かせたらいいのではないかと思いました。思誠小学校もＩＣＴ教

育はどんどん進んでいるようで、特別支援学級でも１人１台タブレッ

トを持ち、一人ひとり自分でドリルを解いており、時間を無駄にする

こと無く、効率的に使用していると思いました。また、来年、開校１

５０周年になるということで、校長先生が盛り上げていきたいと言わ

れていました。  

 

正村教育長  

 

ありがとうございました。  

外にありますでしょうか。  

 

溝尾委員  思誠小学校で朝礼をＺＯＯＭでおこなっているとありますが、具体

的にどのようにされているのでしょうか。  

 

長谷川委員  

 

訪問した時、ちょうど朝礼が始まる時間でしたので、校長室で見さ

せていただきました。各教室の電子黒板に映して、校長室から校長先

生がＺＯＯＭを使って話をされていました。  

 

小林部長  本日の給食の時にも５分程度の栄養教育の番組を「にいみ～る」か

らオンラインで流していました。  

 

溝尾委員  それは、思誠小学校だけでしょうか。  

 

小林部長  実施しようと思えば、外の学校でもできます。  

 

正村教育長  

 

外にありますでしょうか。  

 

各委員  

 

 （無しの声）  

正村教育長  無いようですので、協第５号は承認とします。  
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次に「報第９号」の説明をお願いします。  

 

 

報第９号 新見市青少年育成センター非常勤青少年育成委員の委嘱について  

名越課長  報第９号 新見市青少年育成センター非常勤青少年育成委員の委

嘱について報告させていただきます。青少年育成センター非常勤青少

年育成委員につきましては、青少年育成センターの業務を遂行するた

め、各関係機関との連携を図り、各地区の青少年の健全育成にあたっ

ていただける方に委嘱をしております。育成委員の任期は１年で、児

童委員、民間の有識者及び各学校のＰＴＡ会員から委嘱をさせていた

だいております。本年度は、小学校ＰＴＡ１８名、中学校ＰＴＡ６名、

高校ＰＴＡ２名、一般の方３名、計２９名を委嘱いたしましたのでご

報告いたします。以上です。 

 

正村教育長  

 

委員の皆様から何かご質疑がありますでしょうか。  

 

各委員  

 

 （無しの声）  

正村教育長  無いようですので、報第９号は承認とします。  

次に「報第１０号」の説明をお願いします。  

 

 

報第１０号 令和２年度成人式（代替行事）の開催について  

名越課長  報第１０号 令和２年度成人式（代替行事）の開催について報告さ

せていただきます。令和２年度成人式につきましては、１月２日に開

催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響のため

中止となり、このたびその代替行事として資料のとおり実施を予定し

ております。期日につきましては、令和３年８月１４日（土）１１時

から、会場につきましては、まなび広場にいみ大ホール、内容につき

ましては、式典とアトラクションです。例年の成人式では、その後、

懇親会を実施しておりましたが、密を避けるため中止とさせていただ

こうと考えております。なお、２ページに記載しております「新型コ

ロナウイルス感染症対策」として、多くの項目を設けまして、万全を

期して実施を予定しておりますが、感染状況につきましては、依然と

して不透明で、予断を許さない状況にあることを踏まえまして、国・

県の動向を注視しながら、場合によっては、開催を中止するという判

断も取らざるを得ないという状況になるかもしれませんが、それにつ

きましても慎重に判断したいと考えておりますので、ご報告いたしま

す。以上です。  

 

正村教育長  委員の皆様から何かご質疑がありますでしょうか。  
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各委員  

 

 （無しの声）  

正村教育長  無いようですので、報第１０号は承認とします。  

次に「報第１１号」の説明をお願いします。  

 

 

報第１１号 第１８回都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大会ポスターデザイ

ン原画の募集について  

名越課長  報第１１号 第１８回都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボー

ル大会ポスターデザイン原画の募集について報告させていただきま

す。例年３月下旬に実施しておりますこの大会につきましては、市内

中学生を対象としたポスターデザイン画の募集を実施しております。

この取組につきましては、公民館単位の地域応援団とともにこの大会

の特徴的な取組であり、大会の機運の醸成に一役を買っているもので

す。７月２０日から１０月２９日まで募集をおこない、最優秀賞はポ

スターに、優秀賞はチラシのデザイン原画に使用を予定しています。

なお、平成２３年度から本市で連続開催しておりましたこの全中ソフ

トにつきましては、今年度が最終年度となります。参加選手の思い出

に残るような大会運営に努めて参りたいと考えておりますのでご報

告いたします。以上です。 

 

正村教育長  

 

委員の皆様から何かご質疑がありますでしょうか。  

 

各委員  

 

 （無しの声）  

正村教育長  無いようですので、以上で議事を終了します。  

 

 

７ 閉 会  

正村教育長  ７月定例教育委員会をこれで閉会します。 

 長時間ありがとうございました。 

 

（閉会時刻）  （午後４時４３分） 

 


